
「原子力災害対策充実に向けた考え方」の概要 

 

１ １ １ １ 趣旨 趣旨 趣旨 趣旨 

  平成２８年３月１１日，原子力関係閣僚会議において，全国知事会の提言への対応方針 

 を決定 

 

２ ２ ２ ２ 内容内容内容内容（（（（国国国国のののの対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等） ） ） ） 

 ① 国と自治体の役割の明確化 

  ・ 国は，自然災害及び原子力災害の複合災害が発生した場合，自然災害からの被災を 

   防ぐという観点から，矛盾した指示を出すことがないよう対処を行う。 

  ・ 国が，原子力災害の観点から，屋内退避指示を出している中で，自然災害を原因と 

   する緊急の避難等が必要になった時は，自治体独自の判断で避難指示を行うことは 

   可能。 

 

 ② 大気中放射性物質の拡散計算の活用 

  ・ 自治体は，事前対策として，大気中放射性物質の拡散計算を活用できる。 

  ・ 国は，自治体の要請に応じて，専門的・技術的観点から支援する。 

  ・ 国は，自治体からの要請に応じて，財政的な支援を行う。 

  ・ 原子力事業者は，自治体からの求めがあれば，大気中放射性物質の拡散計算の情報 

   を提供する。 

  ・ 国は，自治体が自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報と 

   して活用することは妨げない。 

 

 ③ 安定ヨウ素剤の配布について 

  ・ ＵＰＺにおいては，ＰＡＺと同様に自治体の判断で，平時に事前配布を行うことが 

   できる。 

  ・ 国は，その事前配布を財政的な措置を含め支援する。 

  ・ ３歳未満児が服用可能な安定ヨウ素剤については，薬事承認申請が行われた後，速 

   やかに審査を行う。 

 

 ④ 実動組織・民間事業者の協力 

  ・ 原子力災害時には，国は実動組織（警察機関，消防機関，海上保安部署，自衛隊） 

   の参加を含めて，責任をもって対処する。 

  ・ 地域の実情に応じた実動組織のチームを編成する。 

  ・ 国は，自治体と民間事業者（バス会社，石油会社，建設会社等）との協定について， 

   定めておくべき内容をマニュアル等で明示する。 

別添 別添 別添 別添 ６ ６ ６ ６ 








































